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別 冊 

准海尉､海曹､海士及び事務官等の学生選考要領 

 

１ 課程別応募資格 

(1) 准海尉､海曹及び海士 

別表第１のとおり｡(ただし､業務上の必要性又は経歴上の特別な理由のある

者については､この限りでない｡) 

(2) 事務官等 

行政職俸給表(一)１級(任免権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第４号) 別

表に掲げる行政職俸給表(一)１級に対応する各俸給表の職務の級を含む｡) 

別表第１第１項､第２項及び第３項に掲げる課程 

(3) その他 

部内及び部外委託教育の各課程別応募資格等については､毎年12月下旬まで

に､翌年度計画分について､別途海幕人事教育部長が通知する｡ 

２ 選考票作成基準日 

准尉､海曹士学生選考票(別紙様式第１､以下｢選考票｣という｡)の作成基準日(以

下｢基準日｣という｡)は１月１日とする｡ 

３ 学生適格者の選考 

(1) 別表第２に掲げる所属長等(以下｢所属長等｣という｡) は別表第３の区分に

より､選考票を作成し､１月20日までに任免権者に提出する｡ 

(2) 選考票の作成に当たっては､勤務調査票等を活用し､志願課程への適格性の

判定に努めるものとする｡ 

(3) 海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達 （昭和４２年海上自衛隊達第３１ 

号）第２条第６号に基づく入校困難者に対する在所教育 （以下「在所教育」と 

いう。）の選考要領は別図のとおりとし、選考票第１９項第３号に在所教育の 

希望理由を記載する。 

(4) 学生不適格基準は別表第４のとおりとする｡ 

(5) 任免権者は選考票を審査し､各課程(海曹士専修科教官課程を除く｡) 別に学

生適格者を選考する｡ 

なお､海幕調第 5778 号(16.11. 1) に示す､適格性の確認を要する課程学生の

選考に当たっては､所属長等の事前の適格性の確認の手続を行わせておくもの

とする｡ 

(6) 学校等教官の配置指定権者(以下｢教官の配置指定権者｣という｡) は､海曹士

専修科教官課程の学生適格者を選考し､その員数を１月16日までに任免権者に

報告する｡ 

４ 任免権者別学生割当 

(1) 任免権者は､各課程別学生適格者員数及び学生割当要望員数(別紙様式第２) 

を２月10日までに海幕人事教育部長に通知する｡ 

(2) 海幕人事教育部長は､各任免権者別学生割当数を３月初旬までに各任免権者

に通知する｡ 



５ 学生予定者の選考 

(1) 任免権者は､任免権者別学生割当数に基づき､学生適格者の中から学生予定

者を選考する｡ 

なお､選考に当たって､個人の希望に偏重することなく､要員養成上の要求に

留意するものとする｡ 

(2) 専修科教官課程の学生予定者の選考等については､次による｡ 

ア 学生予定者の選考 

(ア)学校等教官の配置にある者 

ａ 任免権者は､学生割当員数により､課程の各期別学生員数を教官の配 

置指定権者に指示する｡ 

ｂ 教官の配置指定権者は､学生予定者を選考し､任免権者に報告する｡ 

（イ）学校等教官の配置にない者 

教官養成計画に基づき､任免権者が選考する｡ 

イ 学生の入校 

任免権者が命ずる｡ 

(3) 任免権者は､学生予定者名簿(別紙様式第３) を課程開始の１か月前(４月に

開始する課程については20日前) までに､海幕人事教育部長､所属長等及び教

育を実施する部隊､機関の長に送付する｡ 

なお､海曹士専修科潜水艦課程については送付先に呉地方総監を加える｡ 

６ その他 

(1) 任免権者は､基準日以降に､自衛官にあっては異任又は補職替え等､事務官等

にあっては昇任､降任又は転任等により新たな配置についた者のうち､海上自

衛隊の術科学校等及び部内､部外委託教育の各課程への入校を必要と認める者

については､その都度､第３項に準じて学生適格者の選考を実施するものとす

る｡ 

(2) 所属長等は､学生予定者が入校発令までの間において､新たに不適格基準に

該当する事項が発生した場合は速やかに任免権者に報告しなければならない｡ 

(3) 呉総監は､海曹士専修科潜水艦課程学生予定者に､１術校長は､海曹士特修科

潜水課程の学生予定者並びに海曹士専修科開式スクーバ､深海潜水及び水中処

分の各課程の学生予定者に､潜医隊司令は､海曹士専修科飽和潜水課程の学生

予定者に対し､それぞれ別表第５の健康診断等を実施し､結果を当該隊員の任

免権者及び教育を実施する部隊の長へ通知する｡ 



別表第１ 

課程別応募資格 

１ 海士特技課程 

課 程 名 
教育 

場所 
応 募 資 格 

海

士 

音 楽 東音 音楽の素養を有する海士 

運 用 

１

術

校 

攻撃要員 

 左記の特技を有す

る海士で教育隊等で

の要員区分時、当該

特技員予定者に区分

された者 

射 撃 

射 管 

魚 雷 

水 測 

掃 海 機 雷 

航 海 
船務要員 攻撃要員 

電 測 

通 信 船務要員 

電 子 整 備 船務要員 攻撃要員 

気 象 海 洋 船務要員 航空基地要員 

デ ィ ー ゼ ル 

２

術

校 

機関要員 
ガ ス タ ー ビ ン 

電 機 

応 急 工 作 

情 報 船務要員 航空基地要員 

航空発動機整備 

３

術

校 

航空整備要員 

航空基地要員 

航空電機計器整備 

航 空 機 体 整 備 

航 空 電 子 整 備 

航 空 武 器 整 備 

地 上 救 難 

施 設 機関要員 航空基地要員 

経 理  経補要員 ４術校 



補 給  

経補要員 
給 養 

衛 生 横病 

船務要員 攻撃要員 

機関要員 航空整備要員 

航空基地要員 経補要員 

 

２ 中級の海曹特技課程 

課 程 名 
教 育 

場 所 
応 募 資 格 

海

曹 

音 楽 東音 音楽員 

 左欄の特技を有す

る海曹 

運 用 

１

術

校 

運用員 

射 撃 射撃員 

射 管 射管員 

魚 雷 魚雷員 

水 測 水測員 

掃 海 機 雷 掃海機雷員 

航 海 航海員 

電 測 電測員 

通 信 
通信員 

通信（在所教育） 

電 子 整 備 
電子整備員 

電子整備（在所教育） 

気 象 海 洋 気象海洋員 

デ ィ ー ゼ ル 

２

術

校 

ディーゼル員 

ガ ス タ ー ビ ン ガスタービン員 

 左欄の特技を有す

る海曹 

他特技員からの転

換予定者で補職権

者が入校を適当と

認めた者を含む。 

電 機 
電機員 

 左欄の特技を有す

る海曹 電機（在所教育） 

４ 

術

校 

海 
 

 
 

士 

左記の特技を有

する海士で教育隊

等での要員区分時、

当該特技員予定者

に区分された者 



応 急 工 作 応急工作員 左欄の特技を有する

海曹 
情 報 情報員 

航 空 発 動 機 整 備 

３

術

校 

航空発動機整備員 

 左欄の特技を有す

る海曹 

航空電機計器整備 航空電機計器整備員 

航 空 機 体 整 備 航空機体整備員 

航 空 電 子 整 備 
航空電子整備員 

航空電子整備（在所教育） 

航 空 武 器 整 備 航空武器整備員 

地 上 救 難 地上救難員 

施 設 施設員 

機 上 整 備 

航空発動機整備員 

航空電機計器整備員 

航空機体整備員 

 左欄の特技を有

し、整備経験 1 年以

上の 3 曹で航空士の

適性を有する者 

経 理 
４ 

 

術 
 

校 

経理員 

 左欄の特技を有す

る海曹 

経理（在所教育） 

補 給 
補給員 

補給（在所教育） 

給 養 給養員 

衛 生 横病 衛生員 
 左欄の特技を有す

る海曹士 

 

３ 特別の准海尉曹士課程 

課 程 名 
教育 

場所 
応 募 資 格 

海

曹

士

特

修

科 

潜 水 １ 

術 

校 

 接尾語「スクーバ潜水」を有する海曹士 

警 備  海曹（特技「地上救難員」を有する者を除く。） 

特 別 警 備 

 海曹士 
艦 船 整 備 課 程 ２ 

術 

校 

情 報 

情報システム管理 

２ 
術
校 海

曹 



海

曹

士

専

修

科 

飽 和 潜 水 
潜
医
隊 

 接尾語「潜水員」を有する海曹士 

開 式 ス ク ー バ 

１

術

校 

 海曹士（特技「通信員」、「水測員」又は「音楽

員」を有する者を除く。） 

水 中 処 分  特技「潜水員」を有する海曹士 

射撃（76 ミリ速射

砲） 
 特技「射撃員」を有する海曹    ◇（D3） 

射撃（127 ミリ速射

砲） 
 特技「射撃員」を有する海曹    ※（D3） 

高性能 20ミリ機関

砲 
 特技「射管員」を有する海曹    ☆（D7） 

射 撃 指 揮 装 置 

（ F C S 2 － 2 1 ） 

短ＳＡＭ 

 ランチャー 
 特技「射撃員」を有する海曹    ※（D3） 

アスロック 

 ランチャー 
 特技「魚雷員」を有する海曹     ※（E） 

対 潜 指 揮 装 置 

（ＳＦＣＳ－６） 
 特技「水測員」を有する海曹    ◇（D7） 

ソ ー ナ ー 

（ＯＱＳ－４） 
特技「水測員」を有する海曹    ◇（D7） 

艦船用ソノブイ 

信 号 処 理 装 置 
 特技「水測員」を有する海曹    ※（D7） 

曳航式パッシブ 

ソ ー ナ ー 

対潜情報処理装置 

（ A T S ｺ ﾝ ｿ ｰ ﾙ） 
 特技「水測員」を有する海曹で、専修科艦船用

ソノブイ信号処理装置課程又は曳航式パッシブ

ソーナー課程を修了した者     ※（D7） 
対潜情報処理装置 

（ＡＳＷＣＳ） 

電 子 整 備 

（ＯＰＳ－２４） 

 特技「電子整備員」を有する海曹    ◇ 
電 子 整 備 

（ＯＰＳ－２８） 

電 子 整 備 

（ＮＯＬＱ－３） 



海

曹

士

専

修

科 

海

曹

士

専

修

科 

海

曹

士

専

修

科 

海

曹

士

専

修

科 

電 子 整 備 

（ 有 線 機 器 ） 

１

術

校 

特技「電子整備員」を有する海曹    ◇ 

電 子 （ Ｅ Ｗ ） 
 特技「電測員」又は「電子整備員」を有する海

曹                  ◇ 

機 雷 整 備  関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士 

海 洋 観 測 

 次の条件の一を満足する者 

1 特技「気象海洋員」を有する海曹   ◇ 

2 特技「航海員」を有し、海曹課程を修了した

者 

無 線 電 信 

（ モ ー ル ス ） 
 特技「通信員」又は「情報員」を有する海曹士 

無 線 従 事 者 

（ ３ 総 通 ） 
 特技「通信員」を有する海曹    ※（D3） 

機 雷 探 知 機 

（ZQS-4/S-10） 
特技「水測員」を有する海曹     ◇（D7） 

小 型 船 舶 運 航  関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士 

航 海 （ 海 技 ） 

 当該課程に連接する海曹航海課程入校予定者

で、次の条件をすべて満足する者 

1 運航 4 級以上の部内資格又は 5 級海技士（航

海）免許保有者 

2 船舶の運航に従事した乗船経歴 4 年以上の者 

立 入 検 査  関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士 

教 官 

１
術
校
・
３
術
校 

 学校等の教官（予定者を含む。）     ※ 

V L S ( M K - 4 1 ) 
１
術
校 

 特技「射撃員」又は「魚雷員」を有する海曹 

※(E) 

掃 海 電 機 ２

術

校 

 特技「電機員」を有する海曹      ※ 
電機（ＯＳＮ－１ 

ｼ ﾞ ｬ ｲ ﾛ ｺ ﾝ ﾊ ﾟ ｽ ） 

電機（ＯＳＮ－２ 

ｼ ﾞ ｬ ｲ ﾛ ｺ ﾝ ﾊ ﾟ ｽ ） 



高 圧 ガ ス 関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹又

は海士長                ◇ 

ガスタービン制御

装置 

特技「電機員」又は「ガスタービン員」を有す

る海曹                ※ 

ガスタービン整備 特技「ガスタービン員」を有する海曹  ※ 

電 気 制 御 装 置 特技「電機員」を有する海曹      ※ 

工 作 特技「応急工作員」を有する海曹    ※ 

英 語 （ 基 礎 ） 
外国留学予定者又は配置上英会話の素養を必

要と認められる海曹士 

英語（留学Ⅰ） 
専修科英語（基礎）課程を修了した者又は同等

の英語能力を有すると認められる海曹士 

英語（留学Ⅱ） 
専修科英語（留学Ⅰ）課程を修了した者又は同

等の英語能力を有すると認められる海曹士 

情報ネットワーク 海曹士 

機 関 （ 海 技 ） 

当該課程に連接する海曹ディーゼル課程入校

予定者で、次の条件をすべて満足する者 

1 機関 4 級以上の部内資格又は 5 級海技士（機

関）免許保有者 

2 機関の運転に従事した乗船経歴 4 年以上の者 

 

ＳＳＦＣ、ＡＮ／ 

ＷＳＮ－７１ＮＳ 
特技「電機員」を有する海曹 

艦 船 造 修 

特技「射撃員」、「射管員」、「運用員」、「魚

雷員」、「水測員」、「掃海機雷員」、「ディー

ゼル員」、「ガスタービン員」、「電機員」又は

「応急工作員」を有する海曹 

 

ガスタービン・エ 

ンジン（Ｔ７００） 
３ 

 
 

術 
 

 

校 

特技「航空発動機整備員」を有する海曹士 Ｐ － １ 発 動 機 

シ ス テ ム 整 備 

Ｆ ７ 整 備 

Ｐ－１電機計器 

シ ス テ ム 整 備 
特技「航空電機計器整備員」を有する海曹士 

海

曹

士

専

修

科 

２

術

校 



構 造 修 理 ・ 

腐 食 管 理 

特技「航空機体整備員」を有する海曹士 

探 傷 検 査  

（磁気、浸透）  

探 傷 検 査  

（超音波、渦流）  

溶 接  

機 械 工 作  

Ｐ － １ 機 体 

シ ス テ ム 整 備 

Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

戦 術 情 報 処 理 

シ ス テ ム 整 備 

特技「航空電子整備員」を有する海曹士 Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

通 信 機 器 整 備 

Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

航 法 機 器 整 備 

Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

レーダー・赤外線 

探 知 装 置 整 備  

特技「航空電子整備員」を有する海曹士 

Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

対 潜 機 器 整 備 

Ｓ Ｈ － ６ ０ Ｋ 

自動飛行制御装置  

戦 術 情 報 処 理 

シ ス テ ム 整 備 

Ｐ － １ 電 子 

シ ス テ ム 整 備 

Ｐ－１電子整備 

Ｐ－１武器・救命 

シ ス テ ム 整 備 
特技「航空武器整備員」を有する海曹士 

モジュール修理 

（ 基 礎 ） 

特技「航空電機計器整備員」、「航空電子整備

員」又は「航空武器整備員」を有する海曹士 

着陸誘導管制装置 

特技「航空電子整備員」を有する海曹士 基地電子(タワー  

機器・タカン)整備 

３

術

校 

海

曹

士

専

修

科 



魚雷（ＭＫ４６） 特技「魚雷員」を有する海曹又は特技「航空武

器整備員」を有する海曹士 

機雷（MK55/91式）

整 備 

特技「掃海機雷員」又は「航空武器整備員」を

有する海曹士  

救命酸素機器整備 特技「航空武器整備員」を有する海曹士  

大 型 車 両 操 縦 

関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士

(特技「地上救難員」を有する者を除く。）で、

次の条件を全て満足する者 

1 19歳以上（事務官等にあっては、普通免許等

取得後3年以上かつ21歳以上の者）。 

2 視力：両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5

以上であること（矯正視力を含む。)。 

3 深視力：三棹法により、2.5mの距離で3回検査

して、平均誤差が2cm以下であること。 

4 聴力：10ｍの距離で、90デシベルの警音器の

音が聞こえるもの。 

5 特技職「車両」の適性を有する者（準適以上）。 

大型特殊 

車両操縦 

関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士

で、次の条件を全て満足する者 

1 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免

許を有すること。 

2 視力：両眼で0.7以上かつ一眼でそれぞれ0.3

以上であること又は一眼の視力が0.3に満たな

い者にあっては、他眼の視野が左右150度以上

で、視力が0.7以上であること（矯正視力を含

む。)。 

3 聴力：10ｍの距離で、90デシベルの警音器の

音が聞こえるもの。 

4 小職域「車両」の適性を有する者（準適以上）。 

一 般 車 両 整 備 関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹  

写 真 映 像  関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士 

建 築 営 繕  

特技「施設員」を有する海曹士  電 気 設 備 

機 械 設 備 課 程 

海

曹

士

専

修

科 

３

術

校 



役 務 調 達 関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹 

機 上 対 潜 

（ 音 響 ） 

特技「航空電子整備員」を有し、航空士の適性

を有する海曹士 

機 上 対 潜 

（ 非 音 響 ） 

機 上 電 子 整 備 

（ＳＨ－６０Ｋ） 

契 約 ４

術

校 

特技「経理員」を有する海曹 

燃 料 関連配置に勤務（予定者を含む。）する海曹士 

救 急 救 命 士 
横
病 

海曹衛生課程を修了した者 

高 速 標 的 機 

（ 電 子 整 備 ） 

標

的

隊 

特技「電子整備員」、「射管員」、「航空電子

整備員」又は「航空電機計器整備員」を有する海

曹士 

高 速 標 的 機 

（ 機 体 整 備 ） 

特技「応急工作員」、「航空機体整備員」又は

「航空電機計器整備員」を有する海曹士 

高 速 標 的 機 

（発動機整備） 

特技「蒸気員」、「ディーゼル員」、「ガスタ

ービン員」、「航空発動機整備員」又は「航空電

機計器整備員」を有する海曹士 

イージスＣＩＣ 

操 作 

戦 
 

 
 

 
 

 
 

術 
 

 
 

 
 

 
 

隊 

特技「電測員」を有し、ＣＤＳ（ＯＹＱ－６）

操作課程、ＣＤＳ（ＯＹＱ－９）操作課程又はデ

ータリンク操作課程を修了しているか、ＣＤＳ又

はデータリンクの実務経験が1年以上ある海曹 

                 ☆ 

戦術データリンク

操 作 
 専修科ＣＤＳ操作課程を修了した海曹 

データリンク整備 
 専修科ＵＹＡ－４表示装置課程を修了した海

曹 

Ｓ Ｐ Ｙ － １ Ｄ 
特技「電子整備員」又は「射管員」を有する海

曹                   ☆ 

誘 導 弾 整 備 
特技「電子整備員」、「射管員」又は「射撃員」

を有する海曹              ☆ 

艦対艦ミサイル 

シ ス テ ム 

特技「射管員」、「射撃員」、「魚雷員」又は

「電子整備員」を有する海曹     ☆（D3） 

３

術

校 



 

 

イ ー ジ ス 

システムチーフ 

（「こんごう」型） 

専修科イージス戦闘システム整備チーム課程、  

ＦＣＳ／ＯＲＴＳ課程､ＳＰＹ－１Ｄ課程(特別

講習)、ＣＤＳ計算機(ＵＹＫ－４３)課程、ＵＹ  

Ｑ－２１表示装置課程、ＣＤＳ(こんごう型)整備  

特別講習又は米留(ＦＣＳ、 ＳＰＹ、ＡＤＳ、Ｃ  

ＤＳ、ＶＬＳ)を修業したＡＷＳ(Aegis Weapon  

System)員で関連配置で１年以上の実務経験を有  

する曹長又は１曹 

イ ー ジ ス 

戦 闘 シ ス テ ム 

整 備 チ ー ム 

特技｢射撃員｣、｢射管員｣、｢魚雷員｣、｢水測員｣

又は｢電子整備員｣を有する、イージス武器システ

ムに連接するシステムの員長配置の海曹又はそれ

と同等と認められる者 

ＦＣＳ／ＯＲＴＳ 

操 作 整 備 
特技「射管員」を有する海曹 

電 子 戦 デ ー タ 

収 集 処 理 

電
磁
隊 

特技｢電測員｣、｢電子整備員｣、｢通信員｣、｢情報

員｣又は｢航空電子整備員｣を有する海曹士 

音響解析基礎課程 
対
潜
資
料
隊 

特技｢水測員｣又は｢航空電子整備員｣を有する

海曹士 

音響解析中級課程 
特技｢水測員｣又は｢航空電子整備員｣を有する

海曹 

飛 行 支 援 管 制 
管
制
隊 

特技「航空管制員」を有する海曹士 

情報処理（Ｐ－１ 

オペレーショナル 

プ ロ グ ラ ム ） 

航
プ
ロ
隊 

特技「航空電子整備員」を有する海曹士 

エアクッション艇 

操縦（ナビゲータ） 

両
機
戦
術
隊 

特技「航海員」、「電測員」又は「電子整備員」

を有する海曹              ※ 

エアクッション艇 

操縦（エンジニア） 

特技「ディーゼル員」、「ガスタービン員」又

は「電機員」を有する海曹        ※ 

注：１ 応募資格欄の各記号の意味は次のとおりであり､応募資格は付記された記号

のすべての条件を満足する者とする｡ 

 

 

 

 

海

曹

士

専

修

科 

戦

術

隊 



記 号 意            味 

※ 
原則として海曹課程修了者とし、海曹課程未修了者については、補

職権者が要員養成上必要と認めた海曹を含む｡ 

◇ 

原則として海曹課程修了者とし、海曹課程未修了者については、補

職権者が要員養成上必要と認めた海曹又は関連配置での１年以上の

経験を有する海士長を含む｡ 

☆ 
原則として海曹とするが、補職権者が要員養成上必要と認めた関連

配置での１年以上の経験を有する海士長を含む｡ 

(D7) 
デジタル基礎課程(７週間)又は電子基礎課程(平成20年度以降)修

了者 

（D3） 
デジタル基礎課程(３週間)又は電子基礎課程(平成20年度以降)修

了者 

（E） 電子基礎課程修了者 

注：２ 准海尉については、要員養成の所要に応じ、当該特技の課程に入校できる 

ものとする｡ 

 

４ 潜水艦乗員及び航空士の課程 

課 程 名 
教育 

場所 
応 募 資 格 

海

曹

士

専

修

科 
潜 水 艦 

潜

訓 

1 特技｢通信員｣、｢航海員｣、｢電測員｣、｢電

子整備員｣、｢魚雷員｣、｢水測員｣、｢ディーゼ

ル員｣、｢電機員｣、｢経理員｣、｢補給員｣、｢給

養員｣又は｢衛生員｣を有する者で、潜水艦適

性を有する海曹士 

2 潜水艦予定者に指定されている要員であ

る海士 

潜 水 艦 電 測 武 器  特技「電測員」を有する海曹士 

 接尾語

「潜水艦」

を有する

者 

潜 水 艦 水 測 

（ Ｚ Ｑ Ｑ － ７ ） 
特技「水測員」を有する海曹士 

潜水艦武器システム 
特技「電子整備員」を有する海

曹士 

潜 水 艦 航 海 武 器 特技「航海員」を有する海曹士 

潜 水 艦 攻 撃 武 器 特技「魚雷員」を有する海曹士 

深 海 救 難 艇 基 礎 
 関連配置に勤務（予定者を含む。）する海

曹士 

深 海 救 難 艇 操 縦 
 接尾語「潜水艦」を有し、深海救難艇基礎

課程を修了した者 



航 空 士 機 上 通 信 情 報 

203 

 

教 

 

空 

 必要な語学教育を受け、１年以上の関連配

置での実務経験を有する者で、航空士の適性

を有する海曹士 

航 空 士 機 上 電 子 情 報 
 特技「航空電子整備員」を有する者で、航

空士の適性を有する海曹士 

航 空 士 機 上 救 助 
 接尾語「スクーバ潜水」を有する者で、航

空士の適性を有する海曹士 

海
曹
士 

航 空 士 機 上 整 備 海曹機上整備課程を修了した海曹 

航 空 士 対 潜 

（ 音 響 ） 

海曹士専修科機上対潜(音響)課程を修了し

た海曹士 

航 空 士 対 潜 

（ 非 音 響 ） 

海曹士専修科機上対潜(非音響)課程を修了

した海曹士 

海
曹
士 

航空士機上電子整備 203 

教 

空 

海曹士専修科戦術情報処理システム整備課

程を修了した海曹士 

航 空 士 武 器 
特技｢航空武器整備員｣を有する者で、航空

士の適性を有する海曹士 

航 空 士 対 潜 

（ＳＨ－６０Ｋ） 

212 

教 

空 

海曹士専修科機上対潜(ＳＨ－６０Ｋ)課程

を修了した海曹士 

航 空 士 救 護 

1 特技「衛生員(看護師又は准看護師の資格

を有する者に限る。)」を有する者で、航空

士の適性を有する海曹士 

2 回転翼要員については、1に加えて接尾語

「スクーバ潜水」を有する者 

 



別表第２ 

所   属   長   等 

 海幕・部隊・機関 所 属 長 等 

１  海 幕 課（室）長 

２ 

 自艦隊・護艦隊・空団・潜艦隊・教空団・練艦隊・シ通群・

海洋対潜群・各護群・訓指群・掃群・各空群・各潜群・開発

群・情報群・各教空群の司令部 

幕僚長又は

先任の幕僚 

３  各総監部 部 長 

４ 

 自艦隊・護艦隊・空団・潜艦隊・教空団の直轄部隊及び各

地隊・練艦隊・シ通群・海洋対潜群・各護群・訓指群・掃群・

各空群・各潜群・開発群・情報群・各教空群の各隊(所) 

隊（所）の

長 

５ 

各地隊・練艦隊・海洋対潜群・各潜群の直轄自衛艦及び各

護隊・各潜隊・１海補隊・１海支隊・１観隊・１音隊・１練

隊・１練潜隊・１輸隊・艦発隊の自衛艦 

自衛艦の長 

６ 警務隊・潜医隊・東音・業務隊 隊 の 長 

７ 各学校 副 校 長 

８  補本・艦補処・空補処・総支処 

副本部長、 

副処長又は 

支処長 

９  各病 病 院 長 

 



別表第３ 

選 考 票 作 成 区 分 

課 程 名 
選 考 票 作 成 対 象 者 

自 衛 官 事 務 官 等 

海士特 技課 程・ 

中級の 海曹 特技 

課 程 ・ 上 級 の 

海 曹 特 技 課 程 

 有資格者全員 

補職権者又は所属長等が入校

を必要と認める者 

特 別 の 

准 海 尉 

曹士課程 

海曹士 

特修科 
 補職権者又は所属長等

が入校を適当と認める者

又は希望者 
海曹士 

専修科 

潜水艦 乗員 及び 

航 空 士 の 課 程 

潜水艦予定者に指定され

ている海曹士及び航空士

の適性を有する海曹士 

部内外 委託 教育 補職権者又は所属長等が教育を必要と認める者又は希望者 

 



別表第４ 

海曹士学生選考不適格基準 

番号 項 目 態        様 

１ 心身の故障 

(1) 海上自衛隊における健康診断の実施基準に関する

達(昭和43年海上自衛隊達第30号) に定める基準に達

しない者 

(2) 航空士及び航空管制員課程の入校対象者について

は､航空身体検査に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令

第１号) に定める基準に達しない者 

(3) 長期(おおむね１カ月以上) にわたる病休及び療養

後１カ月を経過していない者､ただし肺結核等慢性の

疾患にあつては療養後６カ月を経過していない者 

２ 心理適性検査 

海上自衛隊の心理適性検査の実施要領等について(通

達)(海幕人第5430号62・11・５)に定める心理適性検査

によつて不適と判定される者 

３ 勤務成績 
(1) 勤務成績が不良と認められる者 

(2) 最近２年間における調整者の評語がＣ以下の者 

４ 勉学意欲 志望課程を履修する意志がないと認められる者 

５ 懲戒処分 

(1) 軽処分後６カ月を経過していない者 

(2) 重処分後１年を経過していない者 

(3) 入隊以来３回以上懲戒処分をうけた者 

６ 退職希望等 継続任用不希望又は退職を希望している者 

７ その他 
私行上の非行等の理由により所属長等又は任免権者

が不適当と認める者 

 



別表第５ 

健康診断実施要領等 

課 程 名 実施項目 判定基準 
実施 

時期 
実施者 

海曹士専修科 

潜 水 艦 

健康診断 
 昭和43年海上自衛隊達

第30号別表第３による｡ 

着 
 

校 
 

（
隊
） 

 

時 
呉総監が指定

する。 
面 接 

 潜水艦乗員としての適

格性を重点的に確認する

ほか呉総監が定めるとこ

ろによる｡ 

海曹士専修科 

飽 和 潜 水 

健康診断 
昭和43年海上自衛隊達

第30号別表第３による｡ 

 潜医隊司令が

指定する。 

海曹士特修科 

潜水 

海曹士専修科 

水中処分 

 １術校長が指

定する。 

海曹士専修科 

開式スクーバ 

水中能力 

測 定 

次の能力のすべてを有

すること｡ 

１ 距離25ｍの水面下水

泳能力 

２ ４回以内の浮上呼吸

による距離45ｍの水面

下水泳能力 

３ 10分以内の400ｍ完泳

能力 

４ 水面下３ｍにある５

㎏ (水中重量)の重錘取

り揚げ能力 

５ ｢ヒレ｣使用による距

離25ｍの５㎏ (水中重

量)の重錘運搬能力 
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別紙様式第１ 
別

紙
様

式
第

１
 





別紙様式第２ 

学生適格者員数・割当要望員数 

項目 

課程名 

学生適格者員数 
学生割当要望数 

第１志望 第２志望 

    

    

    

    

    

注：用紙はＡ４を縦に使用する。 

 

 

 

別紙様式第３ 

学生予定者名簿 

（課程名） 

整理番号 所 属 階 級 氏 名 教育場所・着校日時等 

１     

２     

３     

：     

：     

：     

補 欠 １     

補 欠 ２     

補 欠 ３     

：     

：     

注：用紙はＡ４を縦に使用する。 


